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運動部活動の地域展開に関するアンケートについて

KJ00582216
2025年12月15日

旭川市では、国のガイドラインに基づき、中学校の部活動を地域の
クラブ活動へ段階的に移行する「部活動の地域展開」を進めており
ます。
目的：生徒が引き続き多様なスポーツ・文化活動に取り組める機会
を確保するとともに、教員の働き方改革を実現すること
【アンケート】
趣旨：本市の中学生が活動する「地域クラブ活動」の重要な受け皿
となっていただく可能性のあるスポーツ団体等の皆様の意向を把握
するため
期限：令和7年12月28日(日)23時59分まで
対象者：スポーツ団体等
HP：https://logoform.jp/form/iLZf/1327394

令和7年12月15日　～　令和8年3月8日



旭川市運動部活動の地域展開に
関する考え方（案）

令和7年12月  
旭川市



目 的

• 急速に少子化が進む中において、将来にわたって生徒が継続的に
スポーツに親しむ機会を確保、充実するため、国においては令和7
年１２月に「部活動改革及び地域クラブ活動の推進等に関する総
合的なガイドライン」を作成し（予定）、学校単位で部活動とし
て行われてきた生徒の自主的・主体的な参加によるスポーツ活動
を、地域全体で関係者が連携して支え、豊かで幅広い活動機会を
保障することとしている。 

• ガイドラインに基づき本市の状況に合った生徒のスポーツ活動の
充実を図り、合わせて教職員等の働き方の改善にもつなげるため
進めようとするもの。 

2



基本的な考え方

• 生徒が自ら取り組みたいスポーツを選択して実施 
• これまでの部活動になかった種目や気軽に取り組める

もの、パラスポーツなど多様な選択肢 
• 市は基準（国が策定予定）に基づき団体、指導者を登

録 
• 学校は生徒の参加をサポート 
• 各スポーツ団体等は受け皿としての体制整備 
• 希望する教員は兼職兼業により指導を行うことが可能 

3

【地域クラ
ブ活動】

スポーツ団
体等

自主的に選択・
会費

スポーツ教室等の
実施

生徒

周知・
サポート

旭川市

申請

認定

地域展開イメージ

令和９年９月を目途に地域展開の開始

スポーツ教室等の
実施

令和１３年度までに原則
全ての運動部活動を廃止し地域展開で実施



検討課題
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• 登録団体、指導者の質の確保
• 個々の運動部活動の在り方の検討
• 教師等の兼職兼業
• 会費の目安、就学助成対象世帯への

サポート
• 会場の確保
• 交通手段 等

関係者、団体と目的や課題
を共有した上でより良い在

り方に向けて検討



スケジュール
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R7 R8 R9
基本方針の策定

運動部活動の地域移行に関
する懇話会

実施団体の登録、認定

各団体、学校等との協議、
アンケート

各課題の検討

地域展開事業の開始


